
『
詳
細
登
記
六
法
〔
平
成
二
九
年
版
〕』　　
正
誤
表
（
平
成
二
八
年
一
一
月
二
二
日
）

登
記
六
法
本
体
に
お
い
て
、
条
文
等
の
記
載
に
関
す
る
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ご
使
用
に
際
し
ご
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
こ
と
を
お
詫
び
し
、
謹
ん
で
訂
正
い
た
し
ま
す
。

以
下
の
ア
ミ
カ
ケ
部
分
が
訂
正
箇
所
と
な
り
ま
す
。



　
3
3
3　
民
法
（
一
〇
二
四
条
―
一
〇
二
九
条
）

　
撤
回
し
た
も
の
と
み
な
す
。

②　
前
項
の
規
定
は
、
遺
言
が
遺
言
後
の
生
前
処
分
そ
の
他
の
法

律
行
為
と
抵
触
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
遺
言
書
又
は
遺
贈
の
目
的
物
の
破
棄
）

第
一
〇
二
四
条　
遺
言
者
が
故
意
に
遺
言
書
を
破
棄
し
た
と
き
は
、

そ
の
破
棄
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
遺
言
を
撤
回
し
た
も
の
と

み
な
す
。
遺
言
者
が
故
意
に
遺
贈
の
目
的
物
を
破
棄
し
た
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。

❖
【
取
消
さ
れ
た
遺
言
の
復
活
】
法
一
〇
二
五
、【
遺
言
書
中
の
加
除

変
更
】
法
九
六
八
②
・
九
七
〇
②
・
九
八
二

1
❖
遺
言
者
が
遺
言
書
に
故
意
に
斜
線
を
引
く
行
為
は
、
本
条
に
い
う

破
棄
に
あ
た
る
。

（
最
判
平
成
二
七
・
一
一
・
二
〇
民
集
六
九
・
七
・
二
〇
二
一
）

（
撤
回
さ
れ
た
遺
言
の
効
力
）

第
一
〇
二
五
条　
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
遺
言
は
、

そ
の
撤
回
の
行
為
が
、
撤
回
さ
れ
、
取
り
消
さ
れ
、
又
は
効
力

を
生
じ
な
く
な
る
に
至
っ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
力
を

回
復
し
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為
が
詐
欺
又
は
強
迫
に
よ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

❖
【
取
消
の
効
果
】
法
一
二
一
、【
詐
欺
・
強
迫
を
理
由
と
す
る
取

消
】
法
九
六

1
❖
原
遺
言
を
遺
言
の
方
式
に
従
っ
て
撤
回
し
た
遺
言
者
が
、
更
に
右

撤
回
遺
言
を
遺
言
の
方
式
に
従
っ
て
撤
回
し
た
場
合
に
お
い
て
、
遺

言
書
の
記
載
に
照
ら
し
、
遺
言
者
の
意
思
が
原
遺
言
の
復
活
を
希
望

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
民
法
一
〇
二
五
条
た

だ
し
書
の
法
意
に
か
ん
が
み
、
遺
言
者
の
真
意
を
尊
重
し
て
、
原
遺

言
の
効
力
の
復
活
を
認
め
る
の
が
相
当
と
解
さ
れ
る
。

（
最
判
平
成
九
・
一
一
・
一
三
民
集
五
一
・
一
〇
・
四
一
四
四
）

（
遺
言
の
撤
回
権
の
放
棄
の
禁
止
）

第
一
〇
二
六
条　
遺
言
者
は
、
そ
の
遺
言
を
撤
回
す
る
権
利
を
放

棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

❖
【
遺
言
の
取
消
】
法
一
〇
二
二

（
負
担
付
遺
贈
に
係
る
遺
言
の
取
消
し
）

第
一
〇
二
七
条　
負
担
付
遺
贈
を
受
け
た
者
が
そ
の
負
担
し
た
義

務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
相
続
人
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め

て
そ
の
履
行
の
催
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
期
間
内
に
履
行
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
負
担
付
遺

贈
に
係
る
遺
言
の
取
消
し
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

❖
【
負
担
付
遺
贈
】
法
一
〇
〇
二
・
一
〇
〇
三
、【
遺
言
取
消
の
審
判
】

家
事
別
表
第
一

（108）
・
二
〇
九
・
二
一
〇
①
２

第
八
章　
遺
留
分

（
遺
留
分
の
帰
属
及
び
そ
の
割
合
）

第
一
〇
二
八
条　
兄
弟
姉
妹
以
外
の
相
続
人
は
、
遺
留
分
と
し
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
割
合
に
相
当
す
る
額
を
受
け
る
。

一　
直
系
尊
属
の
み
が
相
続
人
で
あ
る
場
合　
被
相
続
人
の
財

産
の
三
分
の
一

二　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合　
被
相
続
人
の
財
産
の

二
分
の
一

❖
【
兄
弟
姉
妹
以
外
の
相
続
人
】
法
八
八
七
・
八
八
九
①
１
・
八
九
〇
・

一
〇
四
四
、【
被
相
続
人
の
財
産
】
法
一
〇
二
九
・
八
九
六
・
八
九

七
、【
共
同
相
続
人
の
遺
留
分
】
法
一
〇
四
四
・
九
〇
〇
、【
代
襲
相

続
人
の
遺
留
分
】
法
一
〇
四
四
・
九
〇
一
、【
遺
留
分
の
放
棄
】
法

一
〇
四
三
、【
相
続
分
の
指
定
と
遺
留
分
】
法
九
〇
二
①
・
九
〇
三

③
、【
遺
贈
と
遺
留
分
】
法
九
六
四
、【
遺
贈
・
贈
与
の
減
殺
】
法
一

〇
三
一
・
一
〇
三
八

（
遺
留
分
の
算
定
）

第
一
〇
二
九
条　
遺
留
分
は
、
被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
時
に
お

い
て
有
し
た
財
産
の
価
額
に
そ
の
贈
与
し
た
財
産
の
価
額
を
加

え
た
額
か
ら
債
務
の
全
額
を
控
除
し
て
、
こ
れ
を
算
定
す
る
。

②　
条
件
付
き
の
権
利
又
は
存
続
期
間
の
不
確
定
な
権
利
は
、
家

庭
裁
判
所
が
選
任
し
た
鑑
定
人
の
評
価
に
従
っ
て
、
そ
の
価
格

を
定
め
る
。

❖
1
【
相
続
開
始
の
時
】
法
八
八
二
、【
贈
与
の
算
入
】
法
一
〇
三
〇

・
一
〇
三
九
、【
贈
与
】
法
五
四
九
、

2
【
鑑
定
人
の
選
定
】
家
事
別
表
第
一

（109）
・
二
一
六
①
１

1
❖
①
受
遺
者
の
地
位
は
、『
特
定
の
不
動
産
に
つ
い
て
請
求
権
の
発
生

す
べ
き
基
本
関
係
が
あ
り
、
将
来
こ
れ
に
あ
る
法
定
条
件
が
加
わ
る

こ
と
に
よ
っ
て
請
求
権
の
発
生
す
べ
き
場
合
』
に
あ
た
る
。
よ
っ
て
、

受
遺
者
は
不
動
産
登
記
法
二
条
二
号
に
基
づ
い
て
、
遺
贈
を
原
因
と

す
る
仮
登
記
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
し
か
し
、
推
定
相
続

人
の
た
め
に
相
続
が
開
始
さ
れ
る
か
否
か
は
法
定
条
件
さ
え
加
わ
れ

ば
決
ま
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
推
定
相
続
人
の
相
続
開
始
前
の

地
位
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
続
開
始
前
に
推

定
相
続
人
が
遺
留
分
減
殺
請
求
権
を
理
由
と
し
て
、
当
該
受
贈
物
件

に
つ
き
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
求
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

（
大
決
大
正
六
・
七
・
一
八
民
録
二
三
・
一
一
六
一
）

2
❖
被
相
続
人
が
相
続
人
に
対
し
、
そ
の
生
計
の
資
本
と
し
て
贈
与
し

た
財
産
の
価
額
を
、
い
わ
ゆ
る
特
別
受
益
と
し
て
遺
留
分
算
定
の
基

礎
と
な
る
財
産
に
加
え
る
場
合
に
、
そ
の
贈
与
し
た
財
産
が
金
銭
で

あ
る
と
き
は
、
遺
留
分
の
算
定
に
当
た
っ
て
共
同
相
続
人
相
互
の
衡

平
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
特
別
受
益
持
戻
の
制
度
の
趣
旨

か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
贈
与
の
時
の
金
額
を
相
続
開
始
の
時
の
貨
幣
価

値
に
換
算
し
た
価
額
を
も
っ
て
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
。

（
最
判
昭
和
五
一
・
三
・
一
八
民
集
三
〇
・
二
・
一
一
一
）

3
❖
被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
時
に
債
務
を
有
し
て
い
た
場
合
、
そ
の

遺
留
分
の
額
は
、
被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
時
に
有
し
て
い
た
財
産

全
体
の
価
額
に
そ
の
贈
与
し
た
財
産
の
価
額
を
加
え
、
そ
の
中
か
ら

債
務
の
全
額
を
控
除
し
て
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
額
を
確

定
し
、
そ
れ
に
法
定
の
遺
留
分
の
割
合
を
乗
じ
、
複
数
の
遺
留
分
権

利
者
が
い
る
場
合
は
更
に
そ
れ
ぞ
れ
の
法
定
相
続
分
の
割
合
を
乗

じ
、
遺
留
分
権
利
者
が
い
わ
ゆ
る
特
別
受
益
財
産
を
得
て
い
る
と
き

は
そ
の
価
額
を
控
除
し
て
算
定
す
る
。
遺
留
分
の
侵
害
額
は
、
こ
の

よ
う
に
し
て
算
定
し
た
遺
留
分
の
額
か
ら
、
遺
留
分
権
利
者
が
相
続

に
よ
っ
て
得
た
財
産
が
あ
る
場
合
は
そ
の
額
を
控
除
し
、
同
人
が
負

担
す
べ
き
相
続
債
務
が
あ
る
場
合
は
そ
の
額
を
加
算
し
て
算
定
す



　

8
8
8　

不
動
産
登
記
規
則
（
一
八
六
条
―
一
九
二
条
）

（
審
査
請
求
に
対
す
る
相
当
の
処
分
の
通
知
）

第
一
八
六
条　
登
記
官
は
、
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
相
当
の
処
分
を
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
人
に
対
し
、
当

該
処
分
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
判
所
へ
の
通
知
）

第
一
八
七
条　
登
記
官
は
、
担
保
付
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八

年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
七
十
条
第
十
八
号
の
規
定
に
よ
り
過

料
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
者
が
あ
る
こ
と
を
職
務
上
知
っ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
管
轄
地
方
裁
判
所
に
そ
の
事
件
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
種
の
通
知
の
方
法
）

第
一
八
八
条　
法
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、

第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
第
三

項
並
び
に
こ
の
省
令
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
三
条
か

ら
前
条
ま
で
の
通
知
は
、
郵
便
、
信
書
便
そ
の
他
適
宜
の
方
法

に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
款　
登
録
免
許
税

（
登
録
免
許
税
を
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
申
請
情
報
等
）

第
一
八
九
条　
登
記
の
申
請
に
お
い
て
は
、
登
録
免
許
税
額
を
申

請
情
報
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
㈠
か
ら
㈢
ま
で
、
㈤
か

ら
㈦
ま
で
、
㈩
、

（  ）十一
及
び

（  ）十二
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
登
記
に

つ
い
て
は
、
課
税
標
準
の
金
額
も
申
請
情
報
の
内
容
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

②　
登
録
免
許
税
法
又
は
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
登
録
免
許
税

を
免
除
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
情

報
の
内
容
と
す
る
事
項
（
以
下
「
登
録
免
許
税
額
等
」
と
い

う
。）
に
代
え
て
、
免
除
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
を
申
請

情
報
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③　
登
録
免
許
税
法
又
は
租
税
特
別
措
置
法
そ
の
他
の
法
令
の
規

定
に
よ
り
登
録
免
許
税
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
登
録

免
許
税
額
等
の
ほ
か
、
軽
減
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
を
申

請
情
報
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④　
登
録
免
許
税
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
の
抵
当

権
等
の
設
定
登
記
（
同
項
に
規
定
す
る
抵
当
権
等
の
設
定
登
記

を
い
う
。）
と
み
な
さ
れ
る
登
記
の
申
請
を
二
以
上
の
申
請
情

報
に
よ
っ
て
す
る
場
合
に
は
、
登
録
免
許
税
額
等
は
、
そ
の
う

ち
の
一
の
申
請
情
報
の
内
容
と
す
れ
ば
足
り
る
。
た
だ
し
、
同

法
第
十
三
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
最
も
低
い
税
率
を

も
っ
て
当
該
設
定
登
記
の
登
録
免
許
税
の
税
率
と
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
登
録
免
許
税
額
等
を
そ
の
最
も
低
い
税
率
に
よ
る

べ
き
不
動
産
等
に
関
す
る
権
利
（
同
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る

不
動
産
等
に
関
す
る
権
利
を
い
う
。）
に
つ
い
て
の
登
記
の
申

請
情
報
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
が
電
子
申
請
で
あ
る
と

き
は
登
録
免
許
税
額
等
を
一
の
申
請
の
申
請
情
報
の
内
容
と
し

た
旨
を
他
の
申
請
情
報
の
内
容
と
し
、
そ
の
申
請
が
書
面
申
請

で
あ
る
と
き
は
登
録
免
許
税
額
等
を
記
載
し
た
申
請
書
（
申
請

情
報
の
全
部
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
あ
っ
て
は
、
登
記

所
の
定
め
る
書
類
）
に
登
録
免
許
税
の
領
収
証
書
又
は
登
録
免

許
税
額
相
当
の
印
紙
を
は
り
付
け
て
他
の
申
請
書
に
は
そ
の
旨

を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥　
登
記
官
の
認
定
し
た
課
税
標
準
の
金
額
が
申
請
情
報
の
内
容

と
さ
れ
た
課
税
標
準
の
金
額
に
よ
る
税
額
を
超
え
る
場
合
に
お

い
て
、
申
請
人
が
そ
の
差
額
を
納
付
す
る
と
き
は
、
差
額
と
し

て
納
付
す
る
旨
も
申
請
情
報
の
内
容
と
し
て
追
加
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

⑦　
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
七
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
に
よ
り

確
定
し
た
課
税
標
準
の
金
額
に
よ
る
登
録
免
許
税
を
納
付
し
て

登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
申
請
人
は
、
当
該
課
税
標
準

の
金
額
が
確
定
し
て
い
る
旨
を
申
請
情
報
の
内
容
と
し
、
か
つ
、

当
該
金
額
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請

情
報
と
併
せ
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
一
の
申
請
情
報
で
数
個
の
不
動
産
に
つ
い
て
不
動
産
の
価
格
を
課

税
標
準
と
す
る
登
記
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
各
個
の
不
動
産
の
価

額
に
つ
い
て
端
数
計
算
を
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
合
計
額
に
つ
い
て

端
数
計
算
す
る
。

（
昭
和
四
二
・
七
・
二
六
民
三
第
七
九
四
号
依
命
通
知
）

（
課
税
標
準
の
認
定
）

第
一
九
〇
条　
登
記
官
は
、
申
請
情
報
の
内
容
と
さ
れ
た
課
税
標

準
の
金
額
を
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
申
請
人
に
対
し
、

登
記
官
が
認
定
し
た
課
税
標
準
の
金
額
を
適
宜
の
方
法
に
よ
り

告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　
登
記
官
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
が
書
面
申
請
で

あ
る
と
き
は
、
申
請
書
（
申
請
情
報
の
全
部
を
記
録
し
た
磁
気

デ
ィ
ス
ク
に
あ
っ
て
は
、
適
宜
の
用
紙
）
に
登
記
官
が
認
定
し

た
課
税
標
準
の
金
額
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款　
雑
則

（
審
査
請
求
を
受
け
た
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
の
命
令

に
よ
る
登
記
）

第
一
九
一
条　
登
記
官
は
、
法
第
百
五
十
七
条
第
三
項
又
は
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
き
登
記
を
す
る
と
き
は
、
当
該

命
令
を
し
た
者
の
職
名
、
命
令
の
年
月
日
、
命
令
に
よ
っ
て
登

記
を
す
る
旨
及
び
登
記
の
年
月
日
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
登
記
の
嘱
託
）

第
一
九
二
条　
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
登
記
の
申
請
に
関
す
る
法

の
規
定
に
は
当
該
規
定
を
法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
も
の
と
し
、
こ
の
省
令
中
「
申
請
」、「
申
請

人
」
及
び
「
申
請
情
報
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
嘱
託
、
嘱
託
者
及
び

嘱
託
情
報
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
四
章　
登
記
事
項
の
証
明
等


